
秋葉区総合体育館の工事休館について 

 

 

１ 休館事由 

 秋葉区総合体育館特定天井改修工事のため 

 

２ 休館期間（予定） 

 令和５年７月１日から令和６年３月 31 日まで 

 

３ スケジュール等（予定） 

時 期 項 目 使用可能範囲等 

令和５年７月１日 休館開始 ※全館使用不可 

令和５年 10 月末 第１回部分引き渡し 

（工事範囲図水色部分） 

※仮設機械警備操作盤設置 

１階：事務室、トイレ 

令和５年 12 月末 第２回部分引き渡し 

（工事範囲図薄緑色部分） 

※仮設機械警備操作盤撤去 

１階：ロビー、ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ、

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ、研修室、 

多目的ルーム、会議室 

２階：ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ（周回 

不可）、ｽﾄﾚｯﾁｿﾞｰﾝ 

令和６年１月上旬 右欄記載部分を利用者に 

供用開始 

令和６年２月末 第３回部分引き渡し 

（工事範囲図ピンク色部

分） 

１階：アリーナ、器具庫 

２階：ギャラリー、ﾗﾝﾆﾝ

ｸﾞｺｰｽ（周回可） 

令和６年４月１日 アリーナ等を利用者に供用 

開始 

 

４ 受付業務等 

① 新津武道館は、総合体育館の休館中も開館していますので、利用者の受付

や清掃等の通常業務を行なってください。 

② 総合体育館休館期間終了後の利用予約や問い合わせ等の業務も行なって 

ください。 

③ その間の事務室として武道館の「管理室」と「研修室」を使うことができ

ます。 

 

５ その他 

① 総合体育館休館中においても改修工事施工業者と打ち合わせの上、必要な

施設設備等の法定点検等を実施してください。 

② その他詳細については、選定された指定管理者と協議します。 
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